
令和２年度 東庄町職員【情報システム】採用選考実施案内 

 

１．職 種  一般行政職【情報システム】（社会人・経験者対象） 

 

２．採用予定者数  １名 

 

３．職 務 内 容  情報システムの運用・保守、情報セキュリティの維持管理等、

その他一般行政事務 

 

４．受 験 資 格 

昭和６０年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた者（２２歳～３５歳）

で、民間企業又は公的機関において各種情報システムの構築・運用・管理等の職務

に従事した経験を有する者。 

   ただし、次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

（１）日本国籍を有しない者 

（２）成年被後見人又は被保佐人 

（３）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者 

（４）受験する地方公共団体の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日

から２年を経過しない者 

（５）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに

加入したもの 

 

５．選考の方法及び内容 

（１）第１次選考（書類選考） 

   職員採用選考申込書、応募カードにより受験資格、志望理由などにより評価

します。 

（２）適性検査 １２月下旬頃を予定 

（３）第２次選考（面接） １月中旬頃を予定 

 



６．申し込み手続き 

申込書の受付場所は役場総務課庶務係（２階）です。 

下記の書類を持参または簡易書留で郵送してください。  

①職員採用選考申込書 

②卒業証明書（最終学校の証明書） 

③住民票抄本（本籍記載のもの） 

④健康診断書（別紙１の書式もしくはこれに準ずる診断書とする。職場の健康

診断書の写しでも可。） 

⑤応募カード（別紙２の書式） 

※ ②③④につきましては、申込時に間に合わない場合は後日提出してください。 

  提出期限についてはご相談ください。 

 

７．申込期限  

令和２年１２月４日（金）までとし、受付時間は、午前８時３０分～午後５時  

１５分までとします。（土曜・日曜・祝日を除く） 

なお、郵送の場合は、１２月４日（金）必着とします。 

 

８．採  用 

   採用は、令和３年４月１日からとなります。 

 

９．給  与 

給与は、東庄町の給与条例によります。 

 

１０．申し込み・問い合わせ先 

  〒289-0692 

  千葉県香取郡東庄町笹川い 4713 番地 131 

  東庄町役場 総務課庶務係 ℡０４７８－８６－６０８２（直通） 

 

 

 


